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「知的財産推進計画２０２１」等の政府方針等（著作権関係抜粋） 
 

「知的財産推進計画２０２１～コロナ後のデジタル・グリーン競争を勝ち抜く無形資産強

化戦略～・工程表」（令和３年７月１３日知的財産戦略本部）や「規制改革実施計画」（令

和３年６月１８日閣議決定）、「経済財政運営と改革の基本方針２０２１ 日本の未来を拓く

４つの原動力～グリーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策～」（令和３年６月１

８日閣議決定）、「成長戦略フォローアップ・成長戦略フォローアップ工程表」（令和３年

６月１８日閣議決定）、「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー」（令

和３年４月９日）の中では、以下のとおり、著作権関連の課題が示されている。 

 

 

知的財産推進計画２０２１（令和３年７月１３日知的財産戦略本部） 

Ⅲ．知財戦略の重点７施策 

４．デジタル時代に適合したコンテンツ戦略 

新型コロナは、コンテンツ分野のうち、とりわけイベント・エンターテインメントに深刻

な影響を与え続けている。イベント・エンターテインメントの関係者が、新型コロナ収束後

にその活動を続けられるよう、あらゆる支援策が継続的に講じられる必要がある。他方で新

型コロナは、巣ごもり消費によるゲームや電子書籍、動画配信サービスへの需要の大幅な拡

大をもたらしたのも事実である。これを契機にコンテンツ分野における DX を進められるかど

うかが、この分野の今後の成長の鍵になると考えられる。（１）で述べるように、デジタル化

やネットワーク化はそもそもコロナ禍以前からの世界の趨勢であり、不可避かつ不可逆的な

流れである。新型コロナの拡大はこの流れを加速化させたという意味においても歴史的転換

点であると言える。 
世界的に、グローバル・プラットフォームへの対抗という観点からも、既存のメディア・

コンテンツ事業者はストリーミング配信を重視する方向に事業転換を図っている。他方、日

本のコンテンツ制作者はグローバル・プラットフォームとの関わりを深めている。 
コンテンツがそれ自体の価値に加え、デジタルエコノミーにおける中間財として日本経済

全体を支える役割を果たすことが期待されている一方、コンテンツ産業は大きな課題を抱え

ているとも指摘されている。日本のコンテンツ制作環境においては、下請け構造となってい

る業界も少なくなく、また作品制作に携わるクリエーターが個別企業に属さないフリーラン

スであることも多い。こうした現場では、発注書面や契約が交わされず、著作権等の権利の

帰属があいまいになるなど、商慣習の問題とも相まって、作品の成功による利益が現場に必

ずしも反映されないことがあるといった指摘がなされる。さらに制作現場のデジタル化の遅

延による低い生産性や長時間労働、人材育成機会の不足等により、コンテンツ産業全体の生

産性や競争力が上がらず、人材の流出がおきているといった懸念が指摘される。また、世界

のコンテンツ市場が大きく伸びる一方、特定の分野を除くと日本の相対的な存在感が低下し

ている中で、国内市場を前提としたビジネスモデルから脱却し、世界市場への更なる展開が

必要だとの指摘もある。

参考資料５
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 日本のコンテンツ産業が世界から愛される良質なコンテンツを製作し続け、日本のソフト

パワー強化が図られるためにも、コンテンツ産業の構造改革を含め、コンテンツクリエイシ

ョンエコシステムの構築が喫緊の課題である。コンテンツ産業の位置づけや重要性を再度整

理した上で、10 年後や 20 年後の姿も見据え、必要な施策を着実に実施することが重要であ

る。DX は、少なくとも言葉自体は日本社会にも一定程度浸透した。今日では、ほぼすべての

産業において、DX を前提としたインダストリートランスフォーメーション（以下「IX」とい

う。）が実際に起こりつつある。コンテンツ産業においても IX の波は押し寄せてきており、

この波をどのように乗り越え、どのように勝機をつくっていくか。日本の置かれている立ち

位置の再確認と、グローバルマップを頭に入れながら、賢明な戦略を打つ必要がある。 
 

（１）デジタル時代のコンテンツ戦略と著作権制度・関連政策の改革 

（現状と課題） 

 「知的財産推進計画 2020」では、デジタル時代におけるコンテンツの流通・活用の促進に

向けて、新たなビジネスの創出や著作物に関する権利処理及び利益分配の在り方、市場に流

通していないコンテンツへのアクセスの容易化等をはじめ、実態に応じた著作権制度を含め

た関連政策の在り方について検討を行うこことしており、知的財産戦略本部の下に置かれた

「デジタル時代における著作権制度・関連政策の在り方検討タスクフォース」において検討

が行われ、2021 年３月に以下に示す課題認識と政策検討の方向性について「中間とりまとめ」

が示された。 

デジタル化・ネットワーク化の進展により、コンテンツ産業を取り巻く環境は、スマート

フォンの普及、技術革新によるコンテンツ制作ソリューションの一般普及、また、それに伴

う、消費者・一般人の制作市場への参加拡大、伝送可能なデータ量の増大、プラットフォー

ムサービスの台頭など、大きく変化している。新型コロナの拡大は、人々の活動領域をリア

ル空間からデジタル空間へと移行させ、インターネットを前提にしたビジネスモデルが拡が

るなど、こうした変化を一層加速させている。 
流通分野においては、アニメ、漫画、映画、音楽等に代表されるコンテンツは、従来、そ

れぞれ固有の流通経路により配信されていたものの、今日ではインターネットを通じた配信

が主流になりつつある。また、漫画等の原作を、映像作品やゲーム、ライブイベント等へ展

開するなど、一つの IP を多元的に利用する事例も増えてきている。さらに、フィンガープリ

ントや AI、ブロックチェーン等の新たな技術の活用により、コンテンツの流通実態のより精

緻な把握や管理ができるようになってきている。 
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図 1：デジタル化による流通市場の変化 

 
これにあわせ、コンテンツ消費分野においても、その中心が、書籍や DVD といった個別の

モノの購買や地上波テレビでの視聴から、オンラインによる視聴・閲覧へと移り変わってい

る。また、双方向型のコミュニケーションが可能な動画投稿サービス等においては、コンテ

ンツの創作は自己表現のツールとなり、その投稿を通じてコミュニケーション媒介する手段

となっている。 
さらに技術進歩がもたらした創作・発信にかかる限界費用の低下により、コンテンツの流

通量が爆発的に増大している。また、コンテンツ創作・編集ソリューション等の普及により、

アマチュアクリエーターによる創作・発信の機会が拡大し、アマチュアクリエーターのプロ

化、アマチュアクリエーターによる創作物（User Generated Contents。以下「UGC」という。）

の商業利用、二次創作物の増大等がおきている。 
加えて、グローバルな配信プラットフォームサービスは、グローバル規模のコンテンツ流

通市場の拡大を実現した。プラットフォーム事業者は、顧客囲い込みによる圧倒的な資本力

及び消費者の嗜好に関するデータを武器に、コンテンツの制作分野にも参入している。こう

した一連の動きに対応した産業構造変革の必要性も含め、既存のメディア・コンテンツ産業

の在り方が問われ始めている。 
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※GEM Partners「動画配信（VOD）市場 5 年間予測レポート」に基づき作成 

図 2：定額制動画配信サービス市場推移 
 

 
図 3：無料動画サービスの利用状況 

これらのデジタル化・ネットワーク化による流通環境、消費動向及び創作環境の変化、さ

らに、グローバルなプラットフォームサービスの台頭は、コンテンツの価値を増大させてい

る。すなわち、コンテンツそれ単体の価値にとどまらず、コンテンツがデータ収集や消費者

の囲い込みのツールとして位置づけられるなど、デジタル消費流通の経済圏へとユーザーを

取り込み、データ駆動型経済を発展させるための中間財としての価値を併せ持つようになっ

ている。 
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文化資源の豊かな日本にとっては、このような環境変化は、権利者・利用者・国民経済上

の相互利益を拡大する好機である。この社会経済的好機を最大限にいかすためには、良質な

コンテンツが持続的に創造され、クリエーターに適正な対価が還元されながら、コンテンツ

の利活用が促されるエコシステムの構築が重要である。これには、デジタル時代における著

作権制度の確立に向けた工程表を作成し、権利者の利益保護と両立した形で権利処理にかか

る時間等の取引コストを低減させるための新たな工夫も含め、制度環境整備を図ることが必

要となる。 
特に、デジタル化、ネットワーク化の進展に伴いコンテンツの流通の量的・質的な構造変

化が顕著な現状においては、過去コンテンツ、UGC、権利者不明著作物をはじめ、団体が管理

していないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等を網羅的に、円滑かつ迅速に、利用

できるための一元的な権利処理のための制度改革の選択肢として、同タスクフォース「中間

とりまとめ」では、①補償金付き権利制限、②集中管理と補償金付き権利制限の混合型、③

拡大集中許諾、④裁定制度の抜本的見直しの４つについて比較・分析を提示した。その上で、

現在のコンテンツ産業をとりまく構造変化と課題に対応するためには、 
a 分野・用途に応じて最適な手段・手続を使い分け、構造変化と課題に応えられるように

すること 
b 一元的な処理を可能としつつ、権利者の意思の尊重にも留意すること 

c 市場合理的かつ迅速な対価決定を行うことが可能であること 

d 権利処理にあたっての障害を社会的意義や合理性に照らし簡潔かつ適切に解決できるこ

と 
などの条件を実質的に満たす制度改革を行う必要があると整理している。 
さらにプラットフォーム事業者が権利保護や権利処理において果たす役割を整理すること

も必要である。そして、クリエーターやコンテンツ制作者が、適切な就業環境の下、作品の

利用や成功による正当な利益を享受することが、健全なエコシステムの実現にあたって不可

欠である。良質なコンテンツが持続的に生み出されるためのこうした環境整備は、成長が著

しい海外市場を取り込むにあたっても重要となる。 
最後に、情報通信技術の発達・普及に伴い、コンテンツの利用形態の多様化が進む中、新

たな利用形態について対応の必要が生じた際に、立法による対応だけでは追い付かないとの

指摘がなされる。さらに、近年は、プラットフォーム事業者等、新たな関係者との間で合意

を形成する必要性が高まっている。そのような場面では、６．（１）で述べているように、マ

ルチステイクホルダーの協議を通じて策定されたガイドライン等のソフトローの活用が有効

な場合がある。また、関係者での協議がうまく進まない場合において、紛争解決手段で個々

の事案解決事例を積み上げていくことも有効である。そして、紛争解決手段により蓄積され

る判断内容をソフトローに反映していくことも意義がある。こうしたソフトローの形成プロ

セスを設計する場合、限られた当事者だけの協議の方向性が幅広い経済・社会的利益から来

る要請と乖離する場合もあり、必要に応じて、行政機関の関与や有識者等第三者の参加の下、

当事者間の合意形成を促すことも求められる。 
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（施策の方向性） 

・  デジタル時代における著作権制度の確立に向けた工程表を作成する。 
（短期、中期）（内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省） 

・  文化庁は、デジタル技術の進展・普及に伴うコンテンツ市場をめぐる構造変化を踏ま

え、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るため、過去コンテン

ツ、UGC、権利者不明著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していないものを含

めた、膨大かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用

場面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度の実現を図る。その

際、内閣府（知的財産戦略推進事務局）、経済産業省、総務省の協力を得ながら、文化審

議会において、クリエーター等の権利者や利用者、事業者等から合意を得つつ 2021 年中

に検討・結論を得、2022 年度に所要の措置を講ずる。 
（短期、中期）（文部科学省、内閣府、総務省、経済産業省） 

・  権利処理や対価還元の円滑化に資する技術や権利者情報データベースの活用を推進す

るため、関係者のニーズを踏まえた上で、関係府省が連携しながら、必要な方策を講じ

る。音楽分野においては、構築した権利情報データベースに、著作権等管理事業者に権

利を預けていない個人クリエーター等の権利情報も登録することにより、権利処理に資

するプラットフォームの更なる充実を図る。 
（短期、中期）（内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省） 

・  デジタル化に伴う流通チャンネルの多様化により、コンテンツの海外発信の環境の整

備がなされ、海外コンテンツ市場への参入チャンスが到来しているところ、デジタル時

代に対応した日本のコンテンツの海外展開における著作権に関する課題を調査するとと

もに、世界知的所有権機関（WIPO）への拠出金事業によるアジア太平洋地域の著作権の

集中管理団体の機能強化等を通じた海外での著作物利用からの収益向上の支援のほか、

著作物の海外展開に向けた関係団体との連携等、更なる支援策について検討する。 
（短期、中期）（文部科学省） 

・  SNS 等の普及等に伴って、誰もが容易に著作物の創作・発信・利用を行うことが可能と

なり、全ての国民が日常的に著作権に関わる状況が生じているところ、知財創造教育の

取組に加え、著作権制度や契約の在り方に関する普及啓発・教育を一層充実させる。 
（短期、中期）（内閣府、文部科学省） 

・  著作物の利用に係る契約をサポートするため、契約書の標準的ひな形の提供を行う「著

作権契約書作成支援システム」の再構築を行うとともに、著作権契約の基礎知識・留意

事項等をまとめたマニュアルの作成・周知を通じて、著作権に必ずしも精通していない

フリーランスのクリエーター等を支援する。 
（短期、中期）（文部科学省） 

・  同時配信等の権利処理の円滑化に関する著作権法改正について、関係者の意向を十分

に踏まえつつ、ガイドラインの作成等の円滑な施行に向けた準備を着実に進める。 
（短期）（総務省、文部科学省） 
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・  クリエーターに適切に対価が還元され、コンテンツの再生産につながるよう、デジタ

ル時代における新たな対価還元策やクリエーターの支援・育成策等について検討を進め

るとともに、私的録音録画補償金制度については、新たな対価還元策が実現されるまで

の過渡的な措置として、私的録音録画の実態等に応じた具体的な対象機器等の特定につ

いて、結論を得て、可能な限り早期に必要な措置を構ずる。 

（短期、中期）（文部科学省、内閣府、総務省、経済産業省） 

 

（２）コンテンツ・クリエーション・エコシステムを支える取組 

①模倣品・海賊版対策の強化 

（現状と課題） 

コロナ禍による巣ごもり需要とも相まって、複数の巨大海賊版サイトへのアクセスが、か

つて問題となった「漫画村」の最盛期を超えるなど、昨今の海賊版サイトによる被害は深刻

化しているとの指摘がある。海賊版に対し適切な対策をとることは、クリエーターを始めと

したコンテンツ産業従事者がユーザーによる正規版消費を通じて対価を得ることを可能とす

るなど、クリエーション・エコシステムの構築のための重要な一要素を構成する。また、海

外ユーザーによる正規版消費の機会を増やし、日本に関わる正規版コンテンツが海外市場へ

の展開を加速する一助となるなど、CJ 戦略とも密接な関係性を有するものである。新型コロ

ナにより電子書籍や動画配信サービスの利用が伸びるなど、コンテンツ分野における DX は加

速化した。この変化の恩恵をクリエーターやコンテンツ事業者が最大限に享受するためにも、

海賊版については、政府の重要な課題として取り組む必要がある。 

2019 年 10 月に「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表」

が公表されたが、各取組の進捗状況を踏まえて 2021 年４月に更新された。できることを着実

に実施する第１段階に位置づけられている対策として、二国間協議や各種国際会議の場を活

用した国際連携・国際執行の更なる強化や、改正著作権法の成立・施行に伴う悪質なリーチ

サイトの取締り等が盛り込まれた。また、導入・法整備に向けて準備する第２段階の対策と

して、セキュリティ対策ソフトにおけるアクセス防止機能の導入及び発信者の特定の強化が

位置付けられた。ブロッキングは、他の取組の効果や被害状況等を見ながら検討する第３段

階の対策と位置付けられている。 

模倣品・海賊版対策については、これらの取組の状況も踏まえつつ、引き続き厳正な取締

りを実施していくとともに、民間の取組を支援しつつ、政府一体となって対応を強化してい

く必要がある。 

 

（施策の方向性） 

・  インターネット上の海賊版による被害拡大を防ぐため、2021 年４月に更新したインタ

ーネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表に基づき、関係府省が連

携しながら、被害状況や対策の効果を検証しつつ、必要な取組を進める。 

（短期、中期）（内閣府、警察庁、総務省、法務省、外務省、文部科学省、経済産業省） 

・  模倣品・海賊版の購入や、無意識に侵害コンテンツを視聴することは、侵害者に利益を

もたらすことから、侵害コンテンツを含む模倣品・海賊版を容認しないということが国民

の規範意識に根差すよう、オンラインで著作権を学ぶことが出来るコンテンツを利用した

効果的な普及啓発など、各省庁、関係機関による啓発活動を推進する。 

（短期、中期）（警察庁、消費者庁、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省） 
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・  越境電子商取引の進展に伴う模倣品・海賊版の流入増加へ対応するため、個人使用目的

を仮装して輸入される模倣品・海賊版を引き続き厳正に取り締まる。また、商標法・意匠

法において、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害と

位置付ける改正案が国会で成立し、公布されたことから、その施行と同時に、当該侵害に

係る物品に対して実効性のある水際取締りを実施できるよう、関税法等の改正を含めて検

討の上、必要な措置を講じる。他の知的財産権についても、必要に応じて、検討を行う。 

（短期、中期）（財務省、経済産業省、文部科学省） 

 

②デジタルアーカイブ社会の実現 

（現状と課題） 

デジタルアーカイブは、社会が持つ知、文化的・歴史的資源を効率的に共有し、未来に伝

え、現在のみならず将来の知的活動を支える基盤的役割を持っている。 

今般の新型コロナの影響により、様々なデジタルアーカイブ資源の潜在需要が顕在化した

一方、教育や公的サービスの最前線では十分にデジタル技術を活用できていないなどの課題

も浮き彫りとなった。世界的にもパラダイムシフトが進展し、地理的あるいは時間的制約の

ないデジタル空間に様々な活動が移行する中で、これら課題への対応や、オープンなデジタ

ルコンテンツが日常的に活用され、様々な分野の創作活動を支える基盤となるデジタルアー

カイブ社会の実現を図っていくことが重要である。 

日本におけるデジタルアーカイブの「構築・共有」と「活用」の推進は、文化の保存・継

承・発展だけでなく、コンテンツの二次的利用や国内外への情報発信の基盤となる取組であ

る。とりわけ、デジタルコンテンツの分野横断型メタデータ提供基盤である「ジャパンサー

チ」を通して、多様なデジタルコンテンツが、教育、学術研究、観光、地域活性化、防災、

ヘルスケア、ビジネスなど様々な分野で、より一層利活用されることが期待される。日本が

保有する多様なコンテンツのメタデータをまとめて検索・閲覧・活用できる「ジャパンサー

チ」は、2020 年８月に正式版が公表された。デジタルアーカイブの共有と利活用サイクルの

基礎を支えるプラットフォームとなる存在でもあり、デジタルアーカイブの構築が更に進め

られることにより、今後大きな成長が期待できる。 

デジタルアーカイブジャパン推進委員会・実務者検討委員会では、様々な分野におけるデ

ジタルアーカイブの構築・利活用に係る実務的な課題について議論を継続し、2020 年８月に

３か年総括報告書を取りまとめた。また、議論の成果物として、アーカイブ機関による取組

を支援することを目的に、「デジタルアーカイブにおける望ましい二次利用条件表示の在り方

について」（2019 年４月）、「デジタルアーカイブのための長期保存ガイドライン」（2020 年８

月）及び自己点検・評価するための指標である「デジタルアーカイブアセスメントツール（改

訂版）」（2020 年８月）を策定した。 

各分野におけるデジタルコンテンツの更なる拡充のほか、地域アーカイブ機関（地方の博

物館・美術館、図書館、公文書館、大学・研究機関等）への支援・連携、海外機関との連携

等、取り組むべき課題は残されている。引き続き、日本が保有する多様な文化資源のデジタ

ルアーカイブ化を進めるとともに、デジタルコンテンツが幅広く利活用されるための環境整

備を推進することが重要である。 

 



9 

 

（施策の方向性） 

・  図書館関係の権利制限規定の見直しに関する著作権法改正を踏まえ、詳細な運用に関す

る当事者間協議やガイドラインの作成など、円滑な施行に向けた準備を着実に進める。ま

た、研究目的の権利制限規定の創設については、国内の研究者における著作物の利用実態

や利用ニーズなどを更に詳細に把握するため、調査研究を実施し、その結果も踏まえ、権

利者の利益保護に十分に配慮しつつ、検討を進める。 
（短期、中期）（文部科学省、国立国会図書館1） 

 

 

６．知財活用を支える制度・運用・人材基盤の強化 

（１）知財分野におけるソフトローの活用 

（現状と課題） 

 近年、知財を巡る経済・社会環境は目まぐるしく変化し、知財制度も、こうした変化への

機動的な対応が求められている中、立法による法規範の定立だけでなく、事実上の行動規範

としてのソフトローの活用が注目される。ソフトローは、作成や改変の容易さ、個別状況に

合わせた作成・運用など、法改正によらずに、時代の変化に対応した柔軟な規範の変更が可

能という利点があるとされる。 

 ソフトローの概念は幅広く、様々な切り口での分類が可能である2。例えば、（i）抽象的な

民事規範をガイドライン等で具体化するもの、すなわち、法律の規定は抽象的なものとして

柔軟性を持たせる一方、具体的なルールの適用について、ガイドライン等において示す手法

と、（ii）抽象的な行政規範を民間自主規制等で具体化するもの、すなわち法律では包括的な

規範のみを規定し、その実現方法については民間の自主性に委ねる手法とに分類することが

可能である。 

 （i）については、例えば、著作権法における学校、図書館等の利用に関する権利制限規定

について、一定の解釈を示すガイドラインの作成が関係者によって行われてきている。（ii）

については、ハードローの発動・適用条件等をソフトローに委ねるケース、ハードローが存

在しない分野においてソフトローを定めるケース、プラットフォームの取組を通じて規制す

るケースなどが存在するとともに、近年、デジタル分野において、こうしたアプローチが採

られている。 

 ソフトロー形成における行政の役割については、行政がソフトローの形成に関与し、公益

の実現の観点から利害を適切に調整することも重要とされる。また、関係者がソフトローを

適正に形成・維持させるインセンティブを提供することが行政の役割との指摘もある。 

 他方、ソフトローは、優越的な地位にある者が策定する場合、濫用される懸念がある、あ

るいは業界団体による場合には、参入障壁として働く可能性がある、といった意見もある。

その観点からも民間に加えて行政の参画が強く求められる場合があることに留意すべきであ

る。 

                                            
1 国立国会図書館は立法府に属する機関であるが、図書館関係の権利制限規定の見直しに関する著作権法

改正の円滑な施行に向けた準備において、同館は重要な役割を担うことから、同館を担当者欄に記載す

るものである。 
2 第６回構想委員会（2021 年４月 16 日）の生貝直人氏資料では、官製ソフトローと民製ソフトロー、業

界自律型ソフトローと関係者協定型ソフトロー、業界団体型ソフトローとプラットフォーム型ソフトロ

ー、行政規範型ソフトローと民事規範型ソフトローといった様々な分類が紹介されている。 
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 今後、知財の分野においても、ソフトローの更なる有効活用により、時代の変化に対応し

たルール形成が可能となる余地があると考えられることから、ソフトローの持つメリットや

デメリットについての議論を深めつつ、制度の検討に反映させていくべきである。 

 
（施策の方向性） 
・  知財関連制度の新設・改正等を検討する際には、ソフトローのメリット・デメリット

を踏まえつつ、その活用可能性について検証した上で、所要の措置を講じる。 
（短期、中期）（関係府省） 

・  同時配信等の権利処理の円滑化に関する著作権法改正について、関係者の意向を十分

に踏まえつつ、ガイドラインの作成等の円滑な施行に向けた準備を着実に進める。 
（短期）（総務省、文部科学省）【再掲】 

・  図書館関係の権利制限規定の見直しに関する著作権法改正を踏まえ、詳細な運用に関

する当事者間協議やガイドラインの作成など、円滑な施行に向けた準備を着実に進める。

また、研究目的の権利制限規定の創設については、国内の研究者における著作物の利用

実態や利用ニーズなどを更に詳細に把握するため、調査研究を実施し、その結果も踏ま

え、権利者の利益保護に十分に配慮しつつ、検討を進める。 
（短期、中期）（文部科学省）【再掲】 

 

（５）知財を創造する人材の育成 

（現状と課題） 

 自身が得意とする特定の分野に対して優れた才能を発揮する一定数のクリエイティブな人

材が、その才能を開花させて活躍し、チャレンジしやすくするための環境を作っていくため

には、豊かな創造性を持った人たちを育む教育現場の役割が重要になってくる。 

 このため、学校と地域社会との効果的な連携・協働を図りながら、小中高等学校及び高等

専門学校において、「新しい創造をする」こと及び「創造されたものを尊重する」ことを楽し

く学び育む教育である「知財創造教育」の全国的な普及を目的として、2017 年１月に「知財

創造教育推進コンソーシアム」を設置し、以降、知財創造教育は全国に広がりつつある。2021

年度からは全国８地域で地域主導型の地域コンソーシアムの運用が開始することを受け、各

地域コンソーシアムが主体となって知財創造教育を推進するという、新たなフェーズに入っ

たところである。 

 知財創造教育推進コンソーシアムでは、2020 年７月に、各学校段階の有識者からなる「普

及実践ワーキンググループ」を設置し、知財創造教育をより一層普及させ、持続的な実践に

つなげていくための方策について議論を行った。そして、普及・実践の段階別（①「知る」、

②「実践する」、③「実践を継続する」）に、知財創造教育の関係者が取り組むべき具体的な

アクションプランを取りまとめた。今後はこのアクションプランに沿った形で、各地域コン

ソーシアムが主体的な役割を果たしつつ、知財創造教育の普及・実践が進んでいくことが期

待される。 

 



11 

 

（施策の方向性） 

・  教員が知財についての知識を身に付けるための講習・セミナー等へ知財創造教育の導

入を推進する。 

（短期、中期）（内閣府、文部科学省） 

・  SNS 等の普及等に伴って、誰もが容易に著作物の創作・発信・利用を行うことが可能と

なり、全ての国民が日常的に著作権に関わる状況が生じているところ、知財創造教育の

取組に加え、著作権制度や契約の在り方に関する普及啓発・教育を一層充実させる。 

（短期、中期）（内閣府、文部科学省）【再掲】 

・  オンラインで効率よく著作権を学ぶことができるコンテンツの在り方を検討し、その

コンテンツを利用した効果的な普及啓発を行う。 

（短期、中期）（文部科学省） 
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工程表「知的財産推進計画２０２１」重点事項  

202１年度 202２年度 2023年度 2024年度

内閣府

文部科学省

経済産業省

総務省

文部科学省

過去コンテンツ、ＵＧＣ、権利者
不明著作物を始め、著作権等
管理事業者が集中管理してい
ないものを含めた、膨大かつ多
種多様な著作物等について、
拡大集中許諾制度等を基に、
様々な利用場面を想定した、簡
素で一元的な権利処理が可能
となるような制度の実現のた
め、内閣府（知的財産戦略推
進事務局）、経済産業省、総務
省の協力を得ながら、文化審
議会において、クリエーター等
の権利者や利用者、事業者等
から合意を得つつ2021年中に
検討し結論を得る。

左記の検討を踏まえ、所要の
措置を講ずる。

内閣府

経済産業省

総務省

項目
番号

担当府省
短期 中期

Ⅲ．知財戦略の重点７施策

４．デジタル時代に適合したコンテンツ戦略

 （1） デジタル時代のコンテンツ戦略と著作権制度・関連政策の改革

施策内容

42

文部科学省とともに、簡素で一
元的な権利処理が可能な制度
の実行体制の実現についての
検討する。

文化庁は、デジタル技術の進展・普及に伴うコンテンツ市場をめぐる構造変化
を踏まえ、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るた
め、過去コンテンツ、ＵＧＣ、権利者不明著作物を始め、著作権等管理事業者
が集中管理していないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等につい
て、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想定した、簡素で一元的
な権利処理が可能となるような制度の実現を図る。その際、内閣府（知的財産
戦略推進事務局）、経済産業省、総務省の協力を得ながら、文化審議会にお
いて、クリエーター等の権利者や利用者、事業者等から合意を得つつ2021年
中に検討・結論を得、2022年度に所要の措置を講ずる。
（短期、中期）

左記の検討を踏まえ、簡素で一元的な権利処理の実行体制の整備を支援。

41
デジタル時代における著作権制度の確立に向けた工程表を作成する
（短期、中期）

デジタル時代における著作権
制度の確立に向けた工程表を
作成する。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

 

 



13 

 

内閣府

関係省庁と協力して、一元的な
権利処理の実行体制に関する
検討と並行して、権利処理や対
価還元の円滑化に資する技術
や権利者情報データベースの
活用を推進するために必要な
方策を講じる。

文部科学省

関係省庁と協力して、一元的な
権利処理の実行体制に関する
検討と並行して、権利処理や対
価還元の円滑化に資する技術
や権利者情報データベースの
活用を推進するために必要な
方策を講じる。音楽分野におい
て構築した権利情報データベー
スに、著作権等管理事業者に
権利を預けていない個人クリ
エーター等の権利情報の登録
機能を付加するとともに、権利
情報の集約を図るための手法
について検討する。

経済産業省

関係省庁と協力して、一元的な
権利処理の実行体制に関する
検討と並行して、権利処理や対
価還元の円滑化に資する技術
や権利者情報データベースの
活用を推進するために必要な
方策を講じる。

総務省

関係省庁と協力して、一元的な
権利処理の実行体制に関する
検討と並行して、権利処理や対
価還元の円滑化に資する技術
や権利者情報データベースに
活用を推進するための必要な
方策を講じる。

45

デジタル化に伴う流通チャンネルの多様化により、コンテンツの海外発信の環
境の整備がなされ、海外コンテンツ市場への参入チャンスが到来しているとこ
ろ、デジタル時代に対応した日本のコンテンツの海外展開における著作権に関
する課題を調査するとともに、世界知的所有権機関（WIPO）への拠出金事業
によるアジア太平洋地域の著作権の集中管理団体の機能強化等を通じた海
外での著作物利用からの収益向上の支援のほか、著作物の海外展開に向け
た関係団体との連携等、更なる支援策について検討する。
（短期、中期）

文部科学省

日本のコンテンツを海外展開す
る上での著作権に関する課題
抽出を行いつつ、海外での著
作物利用からの収益向上に資
するよう、諸外国の著作権集中
管理団体職員等を対象にした
研修や、日本コンテンツの海外
展開にかかる情報を集約した
ハンドブックの作成を行う。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

43

権利処理や対価還元の円滑化に資する技術や権利者情報データベースの活
用を推進するため、関係者のニーズを踏まえた上で、関係府省が連携しなが
ら、必要な方策を講じる。音楽分野においては、構築した権利情報データベー
スに、著作権等管理事業者に権利を預けていない個人クリエーター等の権利
情報も登録することにより、権利処理に資するプラットフォームの更なる充実を
図る。
（短期、中期）

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。
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内閣府

知財創造教育の普及・実践を
推進し、児童・生徒及び学生や
教員の著作権に対する意識向
上を図る。

文部科学省

・対象者別著作権講習会や広
く国民を対象とした著作権セミ
ナーにおいて、著作権制度だ
けでなく、デジタル・ネットワー
ク環境下での著作物利用の留
意点や著作権契約等に関する
普及啓発・教育に取り組む。
・インターネットを利用して誰も
が学べるオンライン学習コンテ
ンツをはじめとする著作権教材
の改訂を実施する。
・著作権広報大使である「ハ
ローキティ」を活用したYoutube
啓発動画の積極的な発信によ
り、著作権に関する普及啓発に
取り組む。

47

著作物の利用に係る契約をサポートするため、契約書の標準的ひな形の提供
を行う「著作権契約書作成支援システム」の再構築を行うとともに、著作権契
約の基礎知識・留意事項等をまとめたマニュアルの作成・周知を通じて、著作
権に必ずしも精通していないフリーランスのクリエーター等を支援する。
（短期、中期）

文部科学省
契約書の標準的ひな形の提供
を行う「著作権契約書作成支援
システム」の再構築を行う。

著作権契約の基礎知識・留意
事項等をまとめたマニュアルを
作成し、周知・普及啓発を行
う。

総務省

文部科学省

文部科学省

内閣府

総務省

経済産業省

58
具体的な対象機器等の特定に
ついて、結論を得て、必要な措
置を講ずる。

左記の結論を踏まえ、必要な取組を実施。

SNS等の普及等に伴って、誰もが容易に著作物の創作・発信・利用を行うこと
が可能となり、全ての国民が日常的に著作権に関わる状況が生じているとこ
ろ、知財創造教育の取組に加え、著作権制度や契約の在り方に関する普及啓
発・教育を一層充実させる。
（短期、中期）

同時配信等の権利処理の円滑化に関する著作権法改正について、関係者の
意向を十分に踏まえつつ、ガイドラインの作成等の円滑な施行に向けた準備を
着実に進める。
（短期）

クリエーターに適切に対価が還元され、コンテンツの再生産につながるよう、デ
ジタル時代における新たな対価還元策やクリエーターの支援・育成策等につい
て検討を進めるとともに、私的録音録画補償金制度については、新たな対価
還元策が実現されるまでの過渡的な措置として、私的録音録画の実態等に応
じた具体的な対象機器等の特定について、結論を得て、可能な限り早期に必
要な措置を構ずる。
（短期、中期）

左記の実施状況を踏まえ、必
要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

46

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

同時配信等の権利処理の円滑
化に関する著作権法改正につ
いて、関係者の意向を十分に
踏まえつつ、本年夏を目途にガ
イドラインを作成するなど、円滑
な施行に向けた準備を着実に
進める。

50
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文部科学省

インターネット上の海賊版に対
する総合的な対策メニュー及び
工程表に基づき、著作権教育・
意識啓発の実施、二国間協議
等での海賊版対策強化に向け
た働きかけ、侵害発生国の政
府職員等へのセミナー実施や
在外公館等を通じた働きかけ
の支援及び侵害コンテンツの
ダウンロード違法化に関して、
改正著作権法施行後１年を目
途として効果検証を実施する等
必要な取組みを行う。

文部科学省

インターネット上の海賊版に対
する総合的な対策メニュー及び
工程表に基づき、著作権教育・
意識啓発の実施、二国間協議
等での海賊版対策強化に向け
た働きかけ、侵害発生国の政
府職員等へのセミナー実施や
在外公館等を通じた働きかけ
の支援及び侵害コンテンツの
ダウンロード違法化に関して、
改正著作権法施行後１年を目
途として効果検証を実施する等
必要な取組みを行う。

個人使用目的を仮装して輸入
される模倣品・海賊版につい
て、引き続き厳正な水際取締り
を実施。

経済産業省

文部科学省

61

62

60

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

財務省

商標法・意匠法について、海外
事業者が模倣品を郵送等によ
り国内に持ち込む行為を商標
権等の侵害と位置付ける改正
案が国会で成立し、公布された
ことから、当該侵害に係る物品
に対して実効性のある水際取
締りを実施できるよう、必要な
措置について検討。
他の知的財産権についても、
必要に応じて検討。

インターネット上の海賊版による被害拡大を防ぐため、2021年４月に更新した
インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表に基づ
き、関係府省が連携しながら、被害状況や対策の効果を検証しつつ、必要な
取組を進める。（短期、中期）

模倣品・海賊版の購入や、無意識に侵害コンテンツを視聴することは、侵害者
に利益をもたらすことから、侵害コンテンツを含む模倣品・海賊版を容認しない
ということが国民の規範意識に根差すよう、オンラインで著作権を学ぶことが出
来るコンテンツを利用した効果的な普及啓発など、各省庁、関係機関による啓
発活動を推進する。
（短期、中期）

越境電子商取引の進展に伴う模倣品・海賊版の流入増加へ対応するため、個
人使用目的を仮装して輸入される模倣品・海賊版を引き続き厳正に取り締ま
る。また、商標法・意匠法において、海外事業者が模倣品を郵送等により国内
に持ち込む行為を商標権等の侵害と位置付ける改正案が国会で成立し、公布
されたことから、その施行と同時に、当該侵害に係る物品に対して実効性のあ
る水際取締りを実施できるよう、関税法等の改正を含めて検討の上、必要な
措置を講じる。他の知的財産権についても、必要に応じて、検討を行う。
（短期、中期）

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

（２）コンテンツ・クリエーション・エコシステムを支える取組
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文部科学省

国立国会図書館

67

図書館関係の権利制限規定の見直しに関する著作権法改正を踏まえ、詳細
な運用に関する当事者間協議やガイドラインの作成など、円滑な施行に向け
た準備を着実に進める。また、研究目的の権利制限規定の創設については、
国内の研究者における著作物の利用実態や利用ニーズなどを更に詳細に把
握するため、調査研究を実施し、その結果も踏まえ、権利者の利益保護に十
分に配慮しつつ、検討を進める。（短期、中期）

図書館関係の権利制限規定の
見直しに関する著作権法改正
について、関係者の意向を十
分に踏まえつつ、詳細な運用
に関する当事者間協議やガイ
ドラインの作成など、円滑な施
行に向けた準備を着実に進め
る。
研究目的の権利制限規定の創
設については、２０１９年度及び
２０２０年度に実施した調査研
究の結果を踏まえ、更なる検討
を行う。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。
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2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

87

知財関連制度の新設・改正等を検討する際には、ソフトローのメリット・デメリッ
トを踏まえつつ、その活用可能性について検証した上で、所要の措置を講じ
る。
（短期、中期）

関係府省

総務省

文部科学省

再掲

図書館関係の権利制限規定の見直しに関する著作権法改正を踏まえ、詳細
な運用に関する当事者間協議やガイドラインの作成など、円滑な施行に向け
た準備を着実に進める。また、研究目的の権利制限規定の創設については、
国内の研究者における著作物の利用実態や利用ニーズなどを更に詳細に把
握するため、調査研究を実施し、その結果も踏まえ、権利者の利益保護に十
分に配慮しつつ、検討を進める。
（短期、中期）

文部科学省

（１） 知財分野におけるソフトローの活用

知財関連制度の新設・改正等を検討する際には、ソフトローのメリット・デメリットを踏まえつつ、
その活用可能性について検証した上で、所要の措置を講じる。

50に記載

Ⅲ．知財戦略の重点７施策

同時配信等の権利処理の円滑化に関する著作権法改正について、関係者の
意向を十分に踏まえつつ、ガイドラインの作成等の円滑な施行に向けた準備を
着実に進める。
（短期）

67に記載

短期 中期項目
番号

担当府省施策内容

６． 知財活用を支える制度・運用・人材基盤の強化

再掲
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内閣府

文部科学省

内閣府

文部科学省

104
オンラインで効率よく著作権を学ぶことができるコンテンツの在り方を検討し、
そのコンテンツを利用した効果的な普及啓発を行う。
（短期、中期）

文部科学省

インターネットを利用して誰もが
学べるオンライン学習コンテン
ツをはじめとする著作権教材の
改訂を実施するとともに、国民
が効率よく著作権を学ぶことが
できるよう、文化庁ウェブサイト
を再構築する。

教員が知財についての知識を身に付けるための講習・セミナー等へ知財創造
教育の導入を推進する。
（短期、中期）

再掲

SNS等の普及等に伴って、誰もが容易に著作物の創作・発信・利用を行うこと
が可能となり、全ての国民が日常的に著作権に関わる状況が生じているとこ
ろ、知財創造教育の取組に加え、著作権制度や契約の在り方に関する普及啓
発・教育を一層充実させる。
（短期、中期）

100

教員向けの講習・セミナー等の
主催者や、新たに開催を検討し
ている関係者に対し、これまで
の成果である教育プログラムや
体系化の資料等を展開すること
により、知財創造教育に関する
講義の導入を促す。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

（５） 知財を創造する人材の育成

46に記載

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。
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規制改革実施計画（令和３年６月１８日閣議決定） 

II 分野別実施事項 

２．デジタル時代に向けた規制の見直し 

（12）Society 5.0 の実現に向けた電波・放送制度改革の在り方 

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

19 

デジタル時代に

おけるコンテン

ツの円滑な流通

に向けた制度整

備 

a 同時配信等の権利処理の円滑化に関す

る著作権法改正3について、放送事業者と権

利者の双方が不安なく新しい制度を活用

できるよう、総務省と文化庁は共同して関

係者間の協議を着実に進め、また、ガイド

ラインの策定を着実に行うことで、円滑に

施行し、実効的な運用の実現を図る。その

際、ガイドラインは、権利者に意思表明の

機会を適切に与えつつ、事後的な紛争が生

じないよう、運用の指針を示すものとし、

制度内容やその活用方法、留意事項等につ

いて明確かつ平易な表現で記載するとと

もに、インターネット配信に係る権利処理

のノウハウやリソースに乏しいローカル

局にも資するよう、Ｑ＆Ａ等において分か

りやすく周知する。 

b 文化庁は、デジタル技術の進展・普及

に伴うコンテンツ市場をめぐる構造変化

を踏まえ、著作物の利用円滑化と権利者へ

の適切な対価還元の両立を図るため、過去

コンテンツ、ＵＧＣ（いわゆる「アマチュ

ア」のクリエイターによる創作物）、権利

者不明著作物を始め、著作権等管理事業者

が集中管理していないものを含めた、膨大

かつ多種多様な著作物等について、拡大集

中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想

定した、簡素で一元的な権利処理が可能と

なるような制度の実現を図る。その際、内

閣府（知的財産戦略推進事務局）、経済産

業省、総務省の協力を得ながら、文化審議

会において、クリエイター等の権利者や利

用者、事業者等から合意を得つつ検討を行

い、所要の措置を講ずる。 

c 文化庁は、同時配信等における協議不

調の場合の裁定制度の整備等に係る著作

権法改正を踏まえ、裁定制度全般に関する

手続の迅速化・簡素化を進めるための措置

を講ずる。 

a:令和３年夏まで

に措置 

b:令和３年検討・

結論、令和４年度

措置 

c:令和３年措置 

a:総務省 

文部科学省 

b:内閣府 

総務省 

文部科学省 

経済産業省 

c:文部科学省

 

                                            
3 「著作権法の一部を改正する法律」（令和３年法律第 52 号） 
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経済財政運営と改革の基本方針 2021（令和３年６月１８日閣議決定） 

第２章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉～４つの原動力と基盤づくり～ 

３．日本全体を元気にする活力ある地方創り～新たな地方創生の展開と分散型国づくり～

（６）スポーツ・文化芸術の振興 

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会について、安全・安心な大会を実現す

るとともに、大会の多様なレガシーを創出する。全ての国民が気軽にスポーツできる環境を

整備し、その価値を実感できる社会を実現する。民間資金の一層の活用等により、指導者や

活動団体を育成し、地域スポーツの普及・発展を図る。このため、現行スポーツ基本計画の

成果を精査した上で、スポーツ・健康まちづくりの推進も含めた次期計画を本年度内に策定

し、政府一体となってこれを推進する。 

伝統ある文化財、日本遺産等の地域の文化資源の持続可能な活用を促進するため、文化財

の匠プロジェクトの検討や国立文化施設の機能強化等を図りつつ、保存・活用を一体的に推

進できる体制を強化する。子供たちの鑑賞・体験活動の充実、日本博の全国展開、アート市

場の活性化、ＤＸ時代に対応した著作権制度の構築等の文化ＤＸ4の推進等を含む政策パッケ

ージを関係府省庁と連携して年内に策定するなど、文化芸術活動の感染症からの力強い復興

と発展を支援する。 

 

成長戦略フォローアップ（令和３年６月１８日閣議決定） 

４．「人」への投資の強化 

（７）ギガスクール構想の推進による個別最適な学びや協働的な学びの充実 
ⅰ）初等中等教育段階における Society5.0 時代に向けた人材育成 

・ 授業目的公衆送信補償金制度について、2021 年度からの本格実施を受けて、補償金負担

の軽減のために必要な支援を実施し、オンデマンド形式など ICT を活用した教育での著作

物利用の円滑化を図る。 

 

１０．イノベーションへの投資の強化 

（５）知的財産戦略の推進 

・ 知財創造教育の普及・実践をより推進するため、地域主導型のコンソーシアムにおいて、

2021 年度から推進拠点となる学校や普及実践の中核を担う教員を選定する。 

 

・ 2021 年４月に更新した「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び

工程表」に基づき、二国間協議等を通じた海賊版対策の国際連携・国際執行の強化、セキ

ュリティ対策ソフトにおけるアクセス抑止機能の導入促進などの総合的な対策を実施する。 

 

・ 文化庁は、デジタル技術の進展・普及に伴うコンテンツ市場をめぐる構造変化を踏まえ、

著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るため、過去コンテンツ、UGC、

権利者不明著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していないものを含めた、膨大

かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想定し

た、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度の実現を図る。その際、内閣府（知

的財産戦略推進事務局）、経済産業省、総務省の協力を得ながら、文化審議会において、ク

リエイター等の権利者や利用者、事業者等から合意を得つつ 2021 年中に検討の上、結論を

得るとともに、2022 年度に所要の措置を講ずる。 

                                            
4 デジタル技術を活用した文化芸術活動等の効果的・効率的な推進をさす。 
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成長戦略フォローアップ工程表（令和３年６月１８日閣議決定） 

１．新たな成長の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備 
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４．「人」への投資の強化 
（７）ギガスクール構想の推進による個別最適な学びや協働的な学びの充実 
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１０．イノベーションへの投資の強化 
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インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー（２０２１年４月９日決定） 

 

（以 上） 


